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創
志
会　
森
下　
賢
人

県
道
22
号
の
整
備
に
つ
い
て

�

公
共
下
水
道
事
業
の
進
捗
に
つ
い
て

問　
県
道
22
号
横
浜
伊
勢
原
は
、
県
内
を
東
西
に
横
断
す
る
重
要
路

線
で
あ
り
、
そ
の
整
備
は
進
む
も
の
の
、
海
老
名
市
内
の
部
分
だ
け

が
手
つ
か
ず
の
状
態
で
慢
性
的
な
渋
滞
箇
所
と
し
て
有
名
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
き
て
、
こ
の
県
道
を
拡
幅
整
備
す
る
計

画
の
検
討
が
県
で
始
ま
っ
た
そ
う
で
、
長
年
要
望
を
続
け
て
き
た
市

の
担
当
の
方
た
ち
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
拡
幅
し
て
車
線
を
増
や
す
手
法
は
渋
滞
緩
和
策
の
王
道
で
す
が
、

道
路
を
隔
て
た
両
側
の
行
き
来
が
分
断
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
へ
の
対
策
を
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
見
守
っ
て
も
ら
い
た
い

と
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
拡
幅
計
画
の
今
後
や
、
市
の
道

路
計
画
へ
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

答
　（
市
長
）…
や
っ
と
県
が
本
腰
を
入
れ
、
用
田
橋
際
交
差
点
か
ら

東
河
内
交
差
点
ま
で
が
今
年
度
中
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
る
予
定
で

す
が
、
こ
の
区
間
よ
り
西
側
は
相
当
用
地
買
収
が
必
要
で
、
難
航
す

る
と
思
い
ま
す
。
海
老
名
南
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
東
側
か
ら
Ｊ
Ｒ
相
模

線
際
ま
で
の
買
収
済
み
で
未
利
用
の
土
地
に
、
暫
定
的
に
ス
マ
ー
ト

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
設
け
れ
ば
、
新
東
名
高
速
道
路
に
よ
る
渡
河

も
可
能
に
な
り
、
渋
滞
緩
和
が
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

答
　（
ま
ち
づ
く
り
部
長
）…
県
道
43
号
藤
沢
厚
木
と
の
用
田
橋
際
交

差
点
か
ら
都
市
計
画
道
路
下
今
泉
門
沢
橋
線
と
の
東
河
内
交
差
点
ま

で
の
約
２
・
１
㌔
㍍
を
４
車
線
化
整
備
区
間
と
し
て
、
都
市
計
画
決

定
に
向
け
た
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
影
響
を
受
け
そ
う
な
市
の
道
路
計
画
と
し
て
は
、
現
在
整
備
中
の

市
道
８
号
線
の
県
道
22
号
と
の
交
差
点
部
で
、
そ
の
形
状
の
検
討
に

つ
い
て
県
と
よ
く
協
議
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
予
定
で
す
。

問　
現
在
、
市
道
８
号
線
の
道
路
整
備
と
と
も
に
進
め
て
い
る
、
公

共
下
水
道
の
整
備
状
況
と
見
通
し
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

答
　（
ま
ち
づ
く
り
部
長
）…
永
池
川
以
北
は
、
市
道
８
号
線
の
現
道

拡
幅
計
画
に
先
行
し
て
工
事
し
、
既
に
終
了
し
て
い
ま
す
。
永
池
川

以
南
は
、
新
設
道
路
計
画
や
県
道
22
号
と
の
交
差
点
改
良
も
あ
り
、

そ
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
順
次
整
備
し
て
い
く
計
画
で
す
。

　去る４月23日に開催された神奈川県市議会議長会の第２００回定例
会にて、倉橋正美議長が会長に就任しました。
　この会は、神奈川県下19市議会の議長および副議長で組織され、
地方自治の本旨に則り、市政に関するさまざまな事項を研究し、都
市の発展に貢献する目的で、調査研究などの活動を行っています。
　会長の任期は原則１年です。会長の間は、会務を総理するほか、
神奈川県の市議会の代表として、関東市議会議長会や全国市議会議
長会などの協議会の役員を務め、各種会議に出席します。

倉橋正美議長が
県市議会議長会
の会長に就任

　
市
政
な
ど
に
対
し
て
意
見
や
要
望
が
あ
る
と
き

は
、
誰
で
も
議
会
に
請
願
や
陳
情
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
請
願
と
陳
情
の
違
い
は
、
請
願
の
場
合
は
１
名

以
上
の
議
員
の
紹
介
が
必
要
で
、
陳
情
に
は
不
要

と
い
う
点
で
す
。

 

作
成
の
注
意
点 

　
決
め
ら
れ
た
書
式
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
注
意
事

項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◇
日
本
語
で
書
く
。

◇�

「
件
名
」、請
願
（
陳
情
）
の
「
要
旨
」、「
理

由
」
を
記
入
す
る
。

◇�

提
出
年
月
日
、
請
願
（
陳
情
）
者
の
住
所
、
氏

名
（
団
体
の
場
合
は
名
称
と
代
表
者
名
）
を
記

入
し
押
印
す
る
。

◇�
請
願
書
は
、
表
紙
に
紹
介
議
員
（
１
人
以
上
）

の
記
名
押
印
を
す
る
。

　
※
陳
情
の
場
合
は
不
要
。

◇�

請
願
（
陳
情
）
者
が
複
数
の
場
合
は
代
表
者
を

明
記
す
る
。

◇�

請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨
を
説
明
す
る
た
め
の
図

面
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
添
付
す
る
。

◇�

内
容
が
数
件
に
及
ぶ
場
合
は
１
件
ご
と
に
作
成

す
る
。

◇�

提
出
の
宛
名
は
「
海
老
名
市
議
会
議
長　
倉
橋

正
美
」
と
な
り
ま
す
（
平
成
30
年
８
月
１
日
現

在
）。

 

提
出
の
方
法 

　
議
会
事
務
局
（
市
庁
舎
６
階
）
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
が
、
請
願
や
陳

情
は
そ
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
直
接
提
出
す
る
こ

請
願
・
陳
情
に
つ
い
て

と
が
望
ま
し
く
、
請
願
は
直
接
提
出
さ
れ
る
こ
と

が
通
例
で
す
が
、
陳
情
は
、
取
扱
基
準
に
お
い
て

「
郵
送
さ
れ
た
陳
情
は
全
議
員
に
配
布
す
る
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
直
接
提
出
を

お
勧
め
し
ま
す
。

 

提
出
期
限 

　
提
出
期
限
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
例
会
開

会
日
の
８
日
前
ま
で
に
議
会
事
務
局
に
提
出
さ
れ

た
も
の
を
、
そ
の
定
例
会
で
取
り
扱
い
ま
す
。

（
９
月
定
例
会
は
８
月
23
日
（
木
）
午
後
５
時
15

分
締
切
。）

　
そ
れ
以
降
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
原
則
次
回

の
定
例
会
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

 

請
願
・
陳
情
者
の
発
言
機
会
の
保
障 

　
提
出
し
た
請
願
（
陳
情
）
が
市
政
に
関
す
る
内

容
だ
っ
た
場
合
、
そ
の
趣
旨
・
願
意
を
所
管
委
員

会
委
員
に
対
し
、
請
願
（
陳
情
）
者
が
直
接
伝
え

る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

議会運営委員会で取り扱い協議

議長が受理

議会事務局へ提出

本会議で審議

委員会審査

本会議で表決

１名以上の議員紹介

請願者 陳情者

本会議にて委員会審査報告

本会議で所管委員会付託

委員会審査

提出者に結果報告

所管委員会へ送付
＜市政に関する陳情＞

全議員へ配布
＜国､県への意見書提出を求める陳情＞


